令和８年３月　
　令和７年度（後期）技能検定合格者　各位
鹿児島県商工労働水産部
雇用労政課民間訓練係　
技能検定合格証書及び技能士章の交付請求手続について（案内）
　技能検定に合格された方は，全員，同封の「合格証書交付請求書」に必要事項を記入して，「合格通知状」の写し等とともに，令和８年３月27日（金曜日）までに，県庁雇用労政課へ請求してください。　
　合格証書及び技能士章の受け取り方法については下記の１か２のいずれかになります。
記
１　郵便局の「レターパックプラス600」により合格証書の受け取りを希望する場合
1 　同封してある下記様式（a）と（ｃ）のうち，（a）を記入してください。
　合格者本人の代わりに勤務先の会社の方などが代理で合格証書を受け取りたい場合等は，（a）に加えて（c）の受領委任状を記入してください。
（a） 合格証書交付請求書
（b） 合格通知状（写し）→（合格通知状の原本はお手元に保管して，白黒でコピーをとってください。）
（c） 受領委任状→（合格者本人から，勤務先の会社の方などに合格証書の受け取りを委任する場合に，使用してください。
2 　お近くの郵便局で販売している「レターパックプラス600」（600円が必要です。）を購入してください。
3 　「レターパックプラス600」の表面の「お届け先」欄に，ご自宅の住所，合格者本人の氏名，電話番号を記載してください。（合格者本人の代わりに勤務先の会社の方が代理で合格証書を受け取りたい場合等は，勤務先の会社の所在地，代理受取人の氏名，連絡先を記載してください。）
4 　「レターパックプラス600」は2つに折り曲げてください。（レターパックプラス600のご依頼主様保管シールや配達証のシールは剥がさないでください。）
5 　購入したレターパックプラス600とは別に「角２サイズの封筒」を購入してください。
6 　「角２サイズの封筒」に，県庁の問い合わせ先の郵便番号，住所，担当部署名（雇用労政課）を記入して，令和８年３月27日（金曜日）（当日消印有効）までに，（a）（b）,代理受取人がいる場合は（c）と折り曲げた「レターパックプラス600」を同封して，県庁へ郵送してください。（この際の郵送の費用は申請される方がご負担下さい。）
7 　県庁雇用労政課では，上記⑥により申請いただいた書類を確認し，同封いただいた「レターパック600」の中に合格証書，技能士章等を同封して，合格者御本人あるいは代理で受け取られる方の住所宛に発送いたします。
（注意）1つの「レターパック600」の中には，技能検定合格証書は３人分まで入りますが，技能検定合格証書を４名分以上を請求する場合は，必要な数の「レターパック600」を用意の上，県庁へ送付してください。
２　県庁の使送便により合格証書の受け取りを希望する場合
合格証書交付申請書（a）に必要事項を記載のうえ，「使送便により合格証書の受け取りを希望します。」欄にチェックしてください。代理の方がまとめて受け取られる際は（c）も記載の上，県庁担当課へ（a）(b)(c)を送付（使送）してください。
県庁雇用労政課では，使送便により申請いただいた書類を確認し，合格証書，技能士章等を同封して，使送先所属へ発送いたします。
※  合格者の受検番号は，鹿児島県ホームページに掲載されておりますので，そちらで確認してください。受検番号についての電話での照会には，回答できません。
　　                                     【問合せ先】
 　〒890-8577　
　 鹿児島市鴨池新町10-1
 　県庁雇用労政課民間訓練係
　 電話 : 099-286-3019（直通）
　 FAX : 099-286-5582
